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令 和  ８ 年  ６ 月 ８ 日  午     時   分  受 付  

 

２ ６ 番  氏 名 お だ ぎ り た か し ㊞  

 

流 山 市 議 会 議 長  石 原  修 治  様  

 

議  案  質  疑  通  告  書  

下 記 の と お り 通 告 し ま す 。  

議  案  番  号  要       旨  

議 案 第 ３ ７ 号 流

山 市 幼 児 教 育 支

援 セ ン タ ー 及 び

附 属 幼 稚 園 の 設

置 等 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 の 制 定

に つ い て  

１  流 山 市 幼 児 教 育 支 援 セ ン タ ー 附

属 幼 稚 園 を 廃 止 す る こ と に つ い て 以

下 、 市 長 に 問 う 。  

ア  附 属 幼 稚 園 の 廃 止 は も と よ り 、

今 後 の 在 り 方 に つ い て 、本 年 第 １

回 定 例 会 初 日 の 施 政 方 針 に も 、市

総 合 計 画 に も 全 く 言 及 し て お ら

ず 、計 画 行 政 と も 相 い れ な い 事 態

で あ る 。市 長 の 考 え や 政 策 の 表 明

も な い ま ま 拙 速 に 廃 止 条 例 を 提

出 し た 理 由 は 何 か 。  

イ  令 和 ６ 年 第 １ 回 定 例 会 で は

「「 流 山 市 幼 児 教 育 支 援 セ ン タ ー

附 属 幼 稚 園 の 廃 園 方 針 」の 見 直 し

を 求 め る 陳 情 書 」 が 賛 成 １ ８ ・ 反

対 ７ ・ 棄 権 ２ で 採 択 と な り 、 同 年

第 ２ 回 定 例 会 で は「 流 山 市 に お け

る 公 立 幼 児 教 育 施 設 の 存 続 を 求

め る 陳 情 書 」 賛 成 １ ８ ・ 反 対 ９ で



採 択 と な っ た 経 緯 か ら 、市 民 や 議

会 と の 丁 寧 な 対 話 は も と よ り 、入

園 希 望 の 親 子 の 意 向 を 汲 む 等 が 、

で き た は ず だ が 、そ れ ら を 省 い た

理 由 は 何 か 。ま た ２ つ の 陳 情 の 提

出 に 至 る 市 民 の 努 力 、議 会 で 採 択

さ れ た こ と へ の 市 長 の 認 識 を 問

う 。  

ウ  廃 止 す る 条 例 を 市 議 会 に 上 程

す る に あ た り 、起 案 書 作 成 の 指 示

や 教 育 委 員 会 会 議 で の 了 承 、市 役

所 庁 議 で の 確 認 、 正 副 議 長 説 明

等 、 ど の よ う な 経 過 を 経 た の か 。

ま た 透 明 性 の 高 い 手 続 き を 充 分

踏 ん だ と 言 え る の か 。  

 


